
② 平成１６年に児童虐待の防止等に関する法律が改正され 同法におい、

て 児童福祉法第２４条第３項の規定により 保育所に入所する児童を、 、

選考する場合には 児童虐待の防止に寄与するため 特別の支援を要す、 、

る家庭の福祉に配慮しなければならないことが規定されたところであ

る。この具体的な取扱いについては 「特別の支援を要する家庭の児童、

の保育所入所における取扱い等について （平成１６年８月１３日雇児」

発第０８１３００３号 においてお示ししているとおりであり 当該通） 、

知の内容について、改めて御了知方お願いする。

なお 認定こども園制度においては 認定こども園である私立保育所、 、

私立認定保育所 の利用は 利用者と施設との直接契約によることと（ ） 、

しているところである。

私立認定保育所が入所する子どもを選考する際は 法施行課長通知に、

おいてお示ししているとおり こうした母子家庭等や児童虐待防止の観、

点から特別の支援を要する家庭に配慮しなければならないこととしてお

り、各自治体におかれては、十分にご留意願いたい。

（４）保育所の費用徴収制度の取扱いについて

保育料については 児童福祉法第５６条第３項の規定に基づき 保育の、 、

実施に要する費用を扶養義務者等から徴収した場合における家計に与える

影響を考慮して市町村長が定めることとしており、保育料の徴収基準とな

る課税額の階層区分の認定に関する「保育所の費用徴収制度の取扱いにつ

いて 平成７年３月３１日児企第１６号 により 世帯の負担能力に著」（ ） 、

しい変動が生じ 費用負担が困難であると市町村長が認めた場合は 当該、 、

年の課税額を推定し階層区分の変更を行っても差し支えないこととしてい

るところである。

昨今 ＤＶ被害等が深刻化する中 こうした家庭において父母等が別居、 、

し 離婚調停中の場合などにおいては 現に保育所入所児童を扶養してい、 、

る者の負担能力に著しい変動が生じている場合もあると考えられることか

ら 家計に与える影響を考慮する との児童福祉法第５６条第３項の規、「 」

定の趣旨に照らし こうした場合について 個々の家計の収入の実態を踏、 、

まえた適切な保育料の徴収に配意願いたい。



（５）保育所に関する情報提供について

全国の保育所情報等の子育て関連情報については 財団法人こども未来、

財団の運営によるインターネットを活用した ｉ－子育てネット として「 」

平成１３年２月から情報を広く提供しているところである。

特に 保育所情報についてはアクセス件数が最も多く 常に新しい情報、 、

の提供が求められている ついては 平成１８年１２月２８日付け事務連。 、

絡で各地方公共団体及び保育所において最新情報への更新をお願いしてい

るところであるが、引き続き情報の更新についてご配慮願いたい。

６ 保育所保育指針の改定について

保育所における保育の目標や方法等の基本を示す保育所保育指針は平成

１２年の改訂後６年余りになるが この間 子どもの育ちや子育て家庭の、 、

抱える様々な課題が指摘され 次世代育成支援として社会全体ですべての、

子どもと子育て家庭を支援する取組が必要とされている こうした保育を。

取り巻く環境の変化等を踏まえ 指針の構成や内容等について検討を行う、

必要がある。

このため、昨年１２月 「保育所保育指針改定に関する検討会」を設置、

し 指針の告示化 養護と教育の充実・小学校との連携強化 地域の子育、 、 、

て拠点としての保育所の機能強化等の観点から その改定について検討を、

行うこととした。

今後 検討会を月１～２回程度開催することとし 検討期間は概ね１年、 、

程度を目途としている また 教育面について幼稚園教育要領との整合性。 、

を図る必要性があることから 文部科学省における見直し検討状況等を踏、

まえつつ、審議を進めることとしている。



７ 認可外保育施設に係る税制の特例措置について

（ ） 、１ 指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された認可外保育施設に係る

消費税の非課税措置について

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について 平「 」（

成１７年１月２１日雇児発第０１２１００２号 によって制度化された証）

明書の交付を受けた認可外保育施設については 消費税法施行令の一部を、

改正する政令 平成１７年政令第１０２号 及び消費税法施行令第１４条（ ）

の３第１号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保育所を経営する事業

に類する事業として行われる資産の譲渡等 平成１７年厚生労働省告示第（

） 、 。１２８号 により 利用料に係る消費税が非課税とされたところである

具体的な取扱いについては 「一定の認可外保育施設の利用料に係る消、

費税の非課税措置の施行について （平成１７年３月３１日雇児保発第０」

３３１００３号 においてお示ししているところであるが 引き続き 当） 、 、

該通知にしたがった適切な運用を期されたい。

（２）一定の基準を満たす事業所内託児施設に係る特例措置について

本年１月１９日に閣議決定された 平成１９年度税制改正の要綱 にお「 」

いて 一定の基準を満たす事業所内託児施設に係る割増償却制度の創設が、

決定されたところである。

具体的な要件や取扱いについては 今後の税制改正に係る法案審議を通、

じて決定されることとなるが 詳細が固まり次第 関係府省連名通知によ、 、

り追ってお示しすることとしているので、ご留意願いたい。

（抄）○平成１９年度税制改正の要綱（平成１９年１月１９日閣議決定）

八 その他

５ 事業所内託児施設の割増償却制度の創設

青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき同法

に規定する一般事業主計画（託児施設の設置及び運営に関する事項が定められて

いるものに限る ）を厚生労働大臣に届け出ていること等一定の要件を満たすもの。

が、その事業年度終了の日において当該一般事業主行動計画に従って、一定の基

準を満たす事業所内託児施設の設置及び運営を行っていることにつき証明がされ

た場合には、平成１９年４月１日から平成２１年３月３１日までの間に当該一般

事業主行動計画に従って新設をした事業所内託児施設及びこれと同時に設置する

一定の器具備品については、５年間普通償却限度額の１００分の２０（次世代育

成支援対策推進法の中小事業主については、５年間普通償却限度額の１００分の

３０）の割増償却ができることとする。



８ 保育所等における事故防止等について

（１）保育所等における事故防止について

保育所及び認可外保育施設の保育については 一人一人の子どもに応じ、

て健康を保持し 安全を守るよう心がけることが基本であるが 思いもよ、 、

らぬ原因により尊い命が失われる事故等が発生している。

近年、発生した死亡事故の主なものは、

① 午睡中、呼吸が停止して亡くなった。

② 浴槽内で溺れて亡くなった。

③ ミニトマトを喉に詰まらせ窒息して亡くなった。

④ 所外活動中、交通事故に遭い亡くなった。

等であり、様々な状況下で事故等が発生している。

このため 次に留意の上 貴管内の保育所等に対して 必要な措置を講、 、 、

じ、事故の発生防止に努めるよう指導をお願いする。

① 日頃から子どもの事故発生についての知識を持つこと。

② 保育室 園庭 遊具等の施設・設備及び施設内外の活動等におい、 、

て危険な箇所がないかどうかについて点検し 常に安全に対する意、

識をもつこと。

また、このことのほか「保育所保育指針について （平成１１年１０月」

２９日児発第７９９号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 の 第） 「

１２章健康・安全に関する留意事項 に基づき適切に対応するようお願い」

したい。

（参考）

平成１７年度末までの過去５年間における死亡事故件数

・認可保育所 １８件

・認可外保育施設 ３５件

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ）



（２）保育所の耐震化の促進について

保育所を利用している子どもの安心・安全を確保する観点から 保育所、

の建物の耐震化を図ることは重要であり 平成１８年度補正予算において、

も保育所の耐震化対策に係る経費を計上し この推進を図ってきたところ、

あるが 全国的な取組状況をみると 耐震診断実施率は２割程度 保育所、 、 、

の耐震化率は５割程度に留まっており 各都道府県等における取組は大き、

な格差が生じている 資料２ 214頁 参照 この取組状況を踏まえ 各（ （ ） ）。 、

都道府県等においては 管内市町村に対する情報提供を通じて 保育所の、 、

耐震化の推進に努められたい。

また、保育所の耐震診断に要する費用については 「住宅・建築物耐震、

改修等事業（国土交通省所管 」により補助対象とされていることから、）

これらを活用し 耐震診断を着実に実施されたい なお この耐震診断を、 。 、

行う際の法人負担分の経費については 施設運営に支障のない範囲で施設、

会計からの支出が可能であることを申し添える。

（参考）住宅・建築物耐震改修等事業（国土交通省所管）の概要

○補助対象事業

（１）地方公共団体等が行う住宅・建築物耐震改修等事業

（２）住宅・建築物耐震改修等を行う民間事業者等に対する地方公共団

体の補助事業

（保育所を含む社会福祉施設全般も補助対象）

※ 耐震診断については、以下の地域に存する建築物を対象

① 昭和56年5月31日以前に建築された延べ面積1,500㎡を超える建

物が２以上存在し、

② 概ね１ 以上の規模を有する地域ha

○補助率等

（１）補助率

地方公共団体が実施する場合 国：１／３、地方：２／３

地方公共団体以外が実施する場合 国：１／３、地方：１／３、

所有者等：１／３

（２）補助額

実際にかかった費用の１／３（上限あり）


